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豊岡市管理不全空家等 

・特定空家等の認定判断基準 

 

１ 空家等の現地調査 

 
 空家等対策の推進に関する特別措置法における特定空家等の定義ごとに、次

の２つの観点から作成した「調査票」に基づき空家等の評価を行う。 

＜特定空家等の定義＞ 

Ａ 保安上危険：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

Ｂ 衛生上有害：そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

Ｃ 景観悪化：適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

Ｄ 周辺の生活環境への影響：その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること 

が不適切である状態 

⑴ 影響の有無 

 「空家等の倒壊等により、近隣家屋の居住者等若しくは家屋等又は隣接道

路の通行者若しくは車両等に危険が及ぶおそれがあるか否か」等影響の有無

を、調査票の「影響の評価項目」ごとに評価する。 

 ⑵ 空家等の状態 

   「空家等の物的状態が特定空家等の定義のＡからＤまでの各状態であるか

否か、そのまま放置すればこれらの各状態に該当することとなるおそれがあ

るか否か」を、調査票の「損傷・影響の程度の評価項目」ごとに評価する。 

 
 

２ 悪影響の程度及び危険等の切迫性 

 

 ⑴ 周辺の状況などによる悪影響の程度 

  ア 周辺の状況 

    空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される

悪影響の事象の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し

得て被害を受ける状況にあるか否か等により、以下の状況を判断する。 
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   ① 空家等が「狭小な敷地の密集市街地」に位置している場合 

   ② 空家等が「通行量の多い主要な道路」※や「通学路」の沿道に位置し

ている場合 

   ※ 「通行量の多い主要な道路」とは、主要幹線道路、幹線道路、補助幹

線道路及びこれらに準ずる道路をいう。 

  イ その他の状況 

    空家等が「大雪や台風等の影響を受けやすい地域」に位置する場合 

など 

 ⑵ 危険等の切迫性 

   周辺の建築物や通行人に被害が及ぶおそれが、どの程度切迫しているか。 

 
 

３ 認定の判断まとめ 

 
 ⑴ 現地調査による点数化とランク分け 

150 点以上       ⇒ レベル１ 

   100 点以上 150 点未満 ⇒ レベル２ 

   100 点未満       ⇒ レベル３ 

   

特定空家等の候補   ⇒ レベル１（150 点以上） 

 

管理不全空家等の候補 ⇒ レベル１及びレベル２ 

（100 点以上） 

 

 ⑵ 悪影響の程度・危険等の切迫性を総合的に判断し認定 

ア 上記候補の中から、特定空家等又は管理不全空家等に認定するかどうか

を、「悪影響の程度と危険等の切迫性」を勘案し、総合的に判断する。な

お、特定空家等の認定に当たっては、豊岡市空家等対策協議会で協議を行

ったうえで、市としての認定を行う。 

イ 判断基準は一律とせず、地域の実情も勘案しながら適宜判断する。 
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４ 「悪影響の程度と危険等の切迫性」による認定の目安 

 

 

「悪影響の程度と危険等の切迫性」による認定の目安 

※ 周辺の状況等による悪影響の程度の「通行量多い」は、通行量の多い主要な道路をい

い、主要な道路とは、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路及びこれらに準ずる道路を

いう。 
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５ 管理不全空家等・特定空家等の判断の流れ 

 
 

管理不全空家等・特定空家等の判断の流れ 
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６ 管理不全空家等・特定空家等判断に係る調査票 
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